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文教厚生委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和４年５月３０日（月）

午前１０時００分開会、午後０時５６分閉会

場 所 第１委員会室

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）教育委員会関係

（２）保健福祉部関係

（３）こども未来部関係

（４）その他

４ 閉 会

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（８名）

委員長 下村 壽郎

副委員長 奥谷 崇

委 員 田子 優奈

委 員 目黒 英一

委 員 矢口 勝雄

委 員 塚原 圭二

委 員 鈴木 一彦

委 員 福田 一夫

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（１５名）

教育長 入野 浩美

教育部長 望月 亮一

参事 菊地 正和

教育総務課長 塚本 富美代

文化振興課長 中澤 達也
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博物館副館長 木塚 久仁子

スポーツ振興課 大橋 博

保健福祉部長 塚本 哲生

社会福祉課長 福原 守

障害福祉課長 小池 政幸

国保年金課長 刈山 和幸

健康増進課長 水田 和広

こども未来部長 加藤 史子

こども政策課長 菊田 宏巳

保育課長 野中 佑起男

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 鈴木 優大

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○下村委員長 ただ今から文教厚生委員会を開催いたします。まず、教育委員会から行

います。資料は、文教厚生委員会、令和４年、５月３０日開催、教育委員会をお願いいた

します。早速、議案関係に入ります。霞ケ浦文化体育施設条例の一部改正について執行

部より説明願います。

○大橋スポーツ振興課長 資料①－１をお願いします。霞ケ浦文化体育施設条例の一部

改正についてでございます。現在、水郷体育館の冷暖房設備の新設工事及びＬＥＤ照明

への交換工事が行われております。工事は、９割方完了し順調に進んでおります。新設

の冷暖房設備使用料を始め、見直した照明使用料等を条例に位置付け、来る９月１日か

ら供用開始を予定しておりまして、この度６月議会にて改正をお願いするものでござい

ます。文言の修正等もございますが、改正の主な内容を表にしておりますので、資料①

－２をお願いいたします。まず、一番上の大体育室と小体育室の冷暖房設備の使用料で、

料金につきましては消費電力量から算出したものでございます。こちらは、あくまで冷

暖房を使う場合には、使用料をいただくものです。競技やイベントなど今後の利用状況

を見据えていきたいと考えております。次に、その右側のトレーニング室、軽体育室は、

環境が整ったことに伴い料金を見直し、さらに、団体利用料金を新たに設定するもので

す。２段目の会議室等につきましては、これまで冷暖房を使う場合は追加料金を別途い

ただいておりましたが、空調機器の利用が一般的になってきましたので、冷暖房込みの

料金に改めるものです。３段目の回数券は、個人料金の見直しに伴っての改正で、つづ
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り枚数の統一を図るものでございます。４段目の大・小体育室照明は、ＬＥＤ化に伴っ

て消費電力量からの算出に見直すもので、大幅な減額となります。この度の改正により、

実に３分の１以下に安くなるものでございます。なお、先日現地でＬＥＤの半分の明る

さを目視いたしましたが、これまでのハロゲン・ナトリウム球のフル点灯よりも明るく

感じました。一番下の段の付属設備等につきましては、いわゆるコンセント使用料で、

持ち込みの電気機器、追加スピーカーですとか、パソコンの使用に際し、これまで実費

相当額としていたものを、１キロワットまで、１回につき１５０円と明確に示すもので

ございます。繰り返しになりますが、施行日は令和４年９月１日を予定しております。

条例改正については以上でございます。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○目黒委員 回数券なのですけれども、私も持っていますが、値段が上がる前に購入し

たものを９月１日以降に利用する場合、追加で差額分を支払うようになるのでしょうか。

○大橋スポーツ振興課長 料金改正でございますので、追加料金をいただくかたちにな

るかと考えてございます。

○目黒委員 体育館で様々な講習会とか教室とかあるのですけれども、そちらに関して

も料金等は上がる予定はございますでしょうか。

○大橋スポーツ振興課長 会議室等の利用に際してということでよろしいでしょうか。

一律といいますか、会議室等の利用につきましては、今回の改正によりまして改正後の

金額でお納めいただきたいと思います。

○目黒委員 質問の仕方が不十分ですみませんでした。よくヨガ教室とか、様々なスポ

ーツの教室とかでの利用料金というか、講習の料金ですかね。その料金等も反映されて

くるのか。

○大橋スポーツ振興課長 団体の利用は今回加えますが、その講習料というのは主催側

で決めていただくものですので、当然主催する団体に専用で、軽体育室をダンスの団体

が利用する場合は、そちらの改正後の金額であくまでお納めいただきたいとかんがえて

ございます。

○福田委員 今の関連なのですが、入場料を伴うようなイベントの場合でも、料金は変

わらないのでしょうか。

○大橋スポーツ振興課長 入場料を取る場合には、それぞれ大体育室を始め料金が変わ

ってございます。当然入場料を徴収する場合には、例えば大体育室を料金を取る場合等

につきましては、追加といいますか料金設定が異なってございまして、より多く収めて

いただく。それは、従来と変わりありません。

○福田委員 それは、この表には出ていないのですね。

○大橋スポーツ振興課長 はい。体育施設の使用料そのものは、今回のこの表には出て

きておりません。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、水郷プール子育て世帯への親子招待券配付事業の補正予算案に
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ついて執行部より説明願います。

○大橋スポーツ振興課長 資料②をお願いいたします。水郷プール子育て世帯への親子

招待券配付事業でございます。現在、中学生以下のお子さんが、１万５，３４２人いら

っしゃいます。コロナ禍における子育て世帯の経済的負担の軽減と夏休み期間中のレジ

ャー、余暇活動の増進に資するため、中学生以下の子供のいる全ての世帯に、水郷プー

ルの招待券を配付するものです。予算措置につきましては、歳出予算については増額補

正、また、財源として感染症対応地方創生臨時交付金を活用するため、歳入予算につい

ては、従来の使用料を減額し、国の交付金を増額するものです。２番補正予算額ですが、

まず、歳入では１５款、１項、８目、２節の保健体育施設使用料２，５２７万５，０００

円を減とし、１６款、４項、７目、６節の保健体育費交付金に、減額分に委託料等を加え

た２，７４８万４，０００円を増とするものです。歳出では、招待券の郵送料として１

１節役務費を９７万７，０００円、１２節招待券の作成等委託料として１３４万９，０

００円をそれぞれ増とするものでございます。以上でございます。

○鈴木委員 今の部分は分かるのですけれども、水郷プールの決算をする時には、この

利用見込み額が決算額として出てくるのか、それとも使用した枚数が決算額として出て

くるのか。その辺はどういう考えでいるのでしょうか。

○大橋スポーツ振興課長 決算につきましては、実際に使用された招待券からの積算と

いいますか、決算となる予定です。

○鈴木委員 ということは、使われなかった枚数が多くなってしまった場合には、仕方

がないといえば仕方がないのだろうけれども、結局市で出したお金が、例えば１，００

０万の招待券の部分が使われなかったら、それはどういう扱いになるのだろう。決算上

というか。

○大橋スポーツ振興課長 実際に使われた枚数で清算となりますので、その分が国から

も交付金として入ってくる。そういうかたちで清算という予定でございます。

○鈴木委員 市は国の交付金でやるから、損はしない事業になるのだけれども、なるべ

く税金の無駄遣いにならないように、配付する時に、なるべく行ってもらえるような誘

導をお願いいたします。

○大橋スポーツ振興課長 今回対象となる世帯が９，６２７世帯ございまして、そちら

の３回分で見てございます。実際に５回来る人も、６回来る人もいるのだと思うのです

が、今回は１回分で予算上は見ておりまして、３年ぶりに制限がない、補修事業等もな

い期間でございますので、広報紙等にも掲載してどんどん使ってもらうように、周知し

てまいりたいと考えてございます。

○矢口委員 今の件で、完全には理解できなかったので、質問させてください。歳入の

減額補正の部分は、考え方としてこの件がなかったら本来はこれくらい来ているはずだ

と。それに対して、この券を配ったことによって有料入場者数が減るから、この金額を

減額補正をするという考え方でよろしいのでしょうかね。

○大橋スポーツ振興課長 おっしゃるとおりでございます。これまで入場料として入っ

てきていて、保健体育費に計上していた分を国の交付金でまかなうという考え方の元で
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ございます。

○矢口委員 上手に国からのお金を付け替えるということでいいのでしょうかね。もう

一つ質問させてください。聞き逃しかもしれませんけど、この招待券の単価を教えてい

ただけると。

○大橋スポーツ振興課長 通常の料金で、一般と高校生が１，２２０円、小中学生が６

１０円、４歳以上の幼児が２００円で、乳幼児については従来から無料でございます。

○矢口委員 ごめんなさい、聞き方が足りなかったのですけれども、結局中学生以下の

子供一人当たり３枚の招待券を配るということで、総額の２，５００万円あまりを割る

と、１枚当たりいくらと考えているのか知りたかったのですけれども。

○大橋スポーツ振興課長 小中学生が６１０円、それとそちらに御父兄の方１名を加え

ると１，２２０円です。小中学生は９，９８７人おりまして、そちらで１，８２７万６，

２１０円。同じように、４歳以上の方が２，３２８人おりまして、こちらに御父兄を加

えまして、３３０万５，７６０円。それから、２００円の乳幼児につきましては、保護者

の１，２２０円のみの計算で、３，０２７名いらっしゃいますので、３６９万２，９４０

円そちらの合計が２，５２７万５，０００円となるものでございます。

○下村委員長 この招待券については、議会運営委員会でも少し問題が、皆さん御出席

がなかったので、あったのですけれども、使われるのがプールだけだよという話で、教

育委員会だけではなかったのですけれども、市の施設で使用料が取られる、入場料が取

られるところでも使えるような券があったほうがいいねという話がありましたので、お

伝えはしておきます。あともう一つは、コロナ感染予防対策をしっかりとしてからやっ

ていただきたいということが言われました。委員の方からそういう話がありました。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、神立小学校屋内運動場及び特別教室棟長寿命化改良建築主体工

事について執行部より説明願います。

○塚本教育総務課長 本案件は、議会の議決に付すべき契約及び財産に関する案件でご

ざいまして、工事につきまして予定価格が１億５，０００万円以上のものに該当してお

ります。それでは、議案関係３、神立小学校屋内運動場及び特別教室棟長寿命化改良建

築主体工事について説明をさせていただきます。資料③－１をお開くください。今回の

工事の目的ですが、神立小学校屋内運動場、いわゆる体育館につきましては、昭和５４

年に建築され、築４３年が経過しておりますことから、令和３年３月に策定しました土

浦市学校施設長寿命化計画に基づき、施設を築後８０年間使用していくことを目指し、

おおむね４０年目に長寿命化に必要な改修工事を行うものです。ちなみに、今回の神立

小の工事は、土浦市学校施設長寿命化計画に基づく最初の案件でございまして、このほ

か今年度は土浦四中の長寿命化を予定しております。１の工事名称及び２の工事場所に

つきましては、記載のとおりでございます。工期につきましては、議会の議決を得た翌

日から令和５年３月１５日までを予想しております。契約金額は、税込３億１，２４０

万円。契約予定の相手方は、株式会社山本工務店ということでございます。契約方法で
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ございますが、５月１１日に一般競争入札で行われ、翌日１２日に仮契約を締結してお

ります。７番の建物概要は、鉄筋コンクリート造りの３階建てで、１階に理科室、音楽

室、家庭科室、コンピューター室の特別教室。２階、３階が屋内運動場となっておりま

す。９番の工事の内容でございますが、長寿命化とは、く体を利用して改築と同等の成

果を挙げることを目的として行うものであり、主な工事としては屋根、外壁、建具、内

装の改修、特別教室の断熱化、体育館アリーナ床の塩化ビニール化でございます。資料

③－３をお願いいたします。こちらが施設整備のスケジュールとなっております。表の

左側、２番目の箱、建築主体工事のところが、今回の工事の行程表となります。理科室

については、先行して改修を行い、使用できない期間を短くすることで、学校側の負担

を軽減いたします。全体としては、卒業式までに工事を完了する予定でございます。な

お、工事につきましては建築主体工事のほかに、電気設備工事、機械設備工事の３工事

に分けて同時期に行います。電気及び機械設備工事につきましては、契約額が１億５，

０００万円以下となりますことから、議案には含まれないものでございます。その他資

料として、資料③－２が位置図、資料③－４が施設全体配置図、資料③－５から７が各

フロア平面図でございます。説明につきましては、以上でございます。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○鈴木委員 今、スケジュールを見ているのですけれども、工事管理の業務は別発注だ

ったのでしたっけ。

○塚本教育総務課長 管理委託業務は別で委託となります。

○鈴木委員 土浦市は、学校の先生たちが喜ぶほどほかと違って、学校関係のエアコン

にせよ、改修にせよ良くやっていただいているという評価を、現場の先生と話をすると

聞くところで、今回も長寿命化で神立と四中が該当してくると。そのほかに、大規模改

修もあると思うし、今までの耐震化もやっているでしょうし、コロナの臨時交付金を使

って、トイレとか手洗いの改修もやっていて、ここのところものすごいスピード感がコ

ロナ交付金のおかげで、ものすごく改修されているという感じはするのです。私も文教

厚生委員だけ長くやっているのだけれども、頭の中で整理が付かなくなってきているの

で、お願いを一つしたいのは、全小中学校で長寿命化、大規模改修、耐震化、どのくらい

終わっているのかという報告を学校全部で。まだ未整備の学校がどこなのかというのを、

次回の委員会の時までに、そういったものを作っていただけると、こちらも頭の中で整

理ができるかと思いますので、その辺お仕事を増やしてしまって申し訳ないのだけれど

も、よろしくお願いいたします。

○塚本教育総務課長 それまでに整理して、資料の提出をさせていただきます。

○塚原委員 中身の工事のところを見させていただいて、神立小学校の外階段。これは、

建物自体だと思うのですけれども、外階段は御存じですか。外側を上がっていく階段な

のですけれども。

○塚本教育総務課長 校庭側の外階段になりますかね。中廊下からの。

○塚原委員 中廊下ではなくて、外側ですね。実は、外側からの階段の下から何番目が、

高さが違うのですよね。下りてくるときに、ステップの幅が違うので、結構そこで転ん
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でいる子供とか、私なんかもバレーボールをやりに行くと、階段を下りてくるとステッ

プの高さが全然違うので、そこで転んだりすると結構多くてですね。もし、今回の工事

に入れられれば、見直しが可能なのかどうか。ステップの幅が大分違うかなと思ってい

るので、見ていただけると。今すぐやってくれということではないのですけれど、結構

下りてくる時に子供たちが転んでたり。

○下村委員長 ステップの幅ではなく高さね。蹴上げ。危険ですよね。

○塚原委員 蹴上げが短い部分と長い部分があって、結構あるので、もし今回の時に手

を加えられると、相当お金が掛かってしまうかもしれないですけれども、見ていただけ

ればと思います。

○塚本教育総務課長 確認して対応したいと思います。

○下村委員長 よろしくお願いします。

○目黒委員 資料３の一番最初に説明いただいた主な工事内容で、アリーナ床の塩化ビ

ニール化とありますけれども、どのような床になるのでしょうか。

○塚本教育総務課長 現在は木製の床になっているのですけれども、ささくれとかいろ

いろ支障がありまして、バスケットボールとかああいうかたちの色の付いた、ブルーと

かの床になります。

○目黒委員 そうすると怪我の防止にもつながるという考えでよろしいですかね。

○塚本教育総務課長 そのように対応します。

○目黒委員 ３階になっているのですけれども、３階部分はギャラリーというか、２階

を上から見るというイメージの３階ということなのでしょうか。

○塚本教育総務課長 そのとおりでございまして、３階はアリーナというか、ギャラリ

ーになっております。

○目黒委員 図面の１階部分ですね。機械室、ガスボンベ置き場とあるのですけれども、

ガスボンベが理科室とか家庭科室もあるから、それ用に設置はされるのかと思うのです

けれども、多分これだけの設備が下にあって上が体育館ということは、災害時の避難所

としてはかなり有効なイメージがあるのですけれども、ガスボンベが離れたところにあ

るということは、ガスボンベを発電機の燃料にも可能だと思うのですけれども、設備を

加えれば。それ用の発電機を使えば。その辺も検討の余地があるとおもうのですけれど

も、いかがでしょうか。

○望月教育部長 委員のおっしゃるとおり、小学校の体育館というのは災害時の避難所

という扱いになっておりますので、特別教室用のガスボンベが災害用としてうまく使え

るかどうかは、災害を所管しております総務部と確認をしておきたいと思っております。

当然、各学校に防災倉庫がございますので、電気を起こす機械とかは備わっているとこ

ろでございますが、さらに有効に活用できるかについても確認をしていきたいと思って

おります。

○目黒委員 是非、神立小で備えている発電機を切り替えるタイミングがあれば、御検

討いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

○田子委員 工事をやっている間、子供たちはどこで学ぶのでしょうか。
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○塚本教育総務課長 学校と協議をさせていただきまして、特別教室になりますので、

この期間中は普通教室で授業をするようなカリキュラムに変更していただいてます。理

科室は、最大限可能な限早めに、改修を先行して行いまして、実験等に差し支えないよ

うにカリキュラムを変更させていただいております。

○下村委員長 ９か月でこれだけのものを、工期的に非常に厳しいのだろうと思うので

すよ。具体的には、工事の内容が多岐にわたるというよりも新築に近いわけですよね、

解体とかも含めて。ですから、工程もしっかりと把握していただかないといけないので

すけれども、物が今、エネルギーの問題があったり、いろいろ経済的にも混乱をきたす

ように物資が高騰しているわけですよね、資材も含めて。そういった中で、９か月で可

能なのかという検討が、着手前にいろいろしていかないと、工期どおりに終わらないと

思うのです。ですから、その辺の検討をしっかりとして、業者さんと打ち合わせをして

いかないと駄目だろうと思うのですね。設計管理のほうが進んで協議をしていくという

ことを、御指導いただかないと駄目だろうと思います。材料が上がってスライド条項だ

のいろいろありますけれども、材料が上がっていったらすぐに追加という話になってい

ってしまうわけで、その物価高に応じたスライドもしなければいけないわけですけれど

も、それよりも終わらなかったらどうするのですかという話のほうが、子供たちに対し

て影響が大きいわけですから、教育長も教育部長も御指導いただけるようによろしくお

願いいたします。

○入野教育長 世の中の情勢、調達も含めて、価格も含めて非常に変化が激しいと。厳

しい状況と聞いております。ただ、委員長からお話があったとおり、十二分に業者さん

と詰めまして、子供たちの教育に影響がしないように対応してまいりたいと、そのよう

に考えております。

○下村委員長 ただ、作っていくものを無理せずに。無理をしますと、後々悪いものが

できあがって、また直すことが多くなりますので、また子供たちに影響が出ることにな

ります。先ほどの階段については調査というよりも、これは調査をしたらやることにし

ていただかないと怪我につながりますし、最後に工期がなくなって急いでしまうと無理

がたたって、仕上がりにも良くないけれども、子供の安全にかかわるよう重大なミスが

発生する可能性もありますので、その辺も御注意いただいて、ご指導ください。よろし

くお願いいたします。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 その他に移ります。仮称土浦市立上大津地区統合小学校整備事業につい

て執行部より説明願います。

○塚本教育総務課長 仮称土浦市立上大津地区統合小学校整備事業についてでございま

す。資料④－１をお願いいたします。報告をさせていただきます。まずはじめに、１の

これまでの経緯でございますが、上大津地区の適正配置については、平成２９年８月か

ら、地元説明会や適正配置検討委員会において慎重な審議を重ねてまいりました。開校

準備の適正配置計画の策定について、その他用地選定につきまして、令和２年１２月１
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５日に、上大津地区の全戸配布として、周知をいたしております。２ページをお願いし

ます。３月２日から３月２３日の期間で、本計画のパブリックコメントを実施いたして

おります。なお、パブリックコメントの実施結果につきましては、９名の方から１８件

の御意見をいただいております。詳細につきましては、資料④－８に添付をさせていた

だいておりますので、後ほど御覧ください。資料３ページをお願いいたします。昨年１

２月２３日に実施しました上大津公民館運営委員会の質疑やパブリックコメントにおい

て、複合化及び建設候補地西側の高低差、いわゆるくぼ地に対するご意見がございまし

たので、更なる御理解を得ていただくために、４月２６日に上大津公民館運営委員の皆

様を対象としました説明会を実施しております。会議出席者につきましては、記載のと

おりです。会議内容につきましては、当日会議資料でもございます資料④－４から資料

④－７に基づき、説明をいたしました。お手数ですが、資料④－５土浦五中西側の状況

を御覧ください。こちらが、高低差最大で８メートル程の状況ですが、造成をすること

で、高低差は４メートル程度になる予定でございます。整備計画基本案においては、東

工大の斉尾先生の勧めもございまして、高低差を活かした緑豊かな環境のサブグランド

案の配置例について例示しております。イメージ図が、資料④－４の施設配置の検討に

ついてでございます。ちなみに、くぼ地は、昔の梨畑だと伺っており、現在も成長した

梨の木がございます。そのほか、先進地の事例報告及びパブリックコメントの実施結果

の中から、複合化や今後の活動、運営面、建築構造や配置計画について、御理解を深め

ていただくよう、改めて説明をさせて頂いております。会議の主な質疑応答につきして

は、３ページ下に記載をさせて頂いております。質問内容の一つ目ですが、おおつの地

区長からは、上大津公民館を廃校後の上大津東小へ移転できないかとのご意見を頂いて

おりますが、地区公民館は五中地区全体の中心に位置し、拠点となっていることから、

場所の移転は予定しておらず、その旨を御説明し、おおむね御理解を得たものと考えて

おります。４ページをお願いします。また、４ページ下から２番目の質問内容ですが、

菅谷区長からは、菅谷、沖宿、田村地区の３地区は、五中西側には、高低差のあるくぼ地

が存在することから、学校建設に反対する意向が示されております。こちらにつきまし

ても、これまでの経緯等を御説明し、御理解を頂けるよう努めている状況でございます。

資料５ページをお願いいたします。建設候補地については、測量を実施する中で、土地

所有者から、立ち入りの許可を得たことから、５月２４日に、上大津公民館運営委員及

び開校準備協議会委員を対象とした現地説明を実施いたしました。資料④－９をお開き

願います。当日資料といたしまして、西側くぼ地の対策案として、断面ゾーニング例を

示し、説明をいたしました。例１は、これまで基本計画案で例示している断面図でござ

います。自然の地形を活かすことで、造成費を抑えることができます。また、１階部分、

２階部分からも直接屋外にでることが可能なため、有事の際には、避難が容易となりま

す。デメリットとしては、窓がない面があるため、部屋の間取り配置に工夫が生じます。

例２は、地形はそのままで、建物を平地の部分に建てた例となります。例３は、全面盛

土にした場合の例でございます。以上３例を例示し、説明をいたしました。また、複合

化後の公民館の使用について、御理解をいただけるよう、重ねて複合化のメリットや課
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題解消に向けた対策案についても、説明をいたしました。当日の主な質疑応答について

は、記載のとおりでございます。統合小学校につきましては、令和９年４月の開校目標

としております。子供たちが主役ですので、子供たちが、より良い快適な環境で、安心

して過ごせる学校づくりが推進できるよう、今後とも、地域の御理解をいただけるよう、

進めてまいりたいと思います。報告は、以上でございます。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○鈴木委員 基本的なところの確認というか、望月部長のほうがいいのかな。新治学園

で一緒にやったことがあるので、一番分かっていると思うのですが、まず学校の設置者

というのは市長でしたよね。それで、適正配置が今回正式決定されましたという文面な

のだけれども、適正配置が正式決定されるのは、教育委員会の会議でしたか。それとも、

地元の検討委員会の場で決まるのでしたか。

○望月教育部長 本日の最初の資料にこれまでの経緯が示されてございますけれども、

教育総務課長から説明がありましたとおり、平成２９年から３年ほど掛けまして、検討

委員会を地元の地域の方々、学校関係者、ＰＴＡ関係者などが入りまして、上大津地区

の教育環境を整備するために、統合小学校が必要であるということで、その統合小学校

をどの辺の場所に作るべきかというような、検討委員会で結論付けていただきまして、

それを踏まえて市の教育委員会で、令和２年１１月に適正配置の計画を策定したという

ものでございます。その決定につきまして、令和２年１２月１５日に、資料の一番下に

なりますけれども、上大津の地区全体にお知らせをしたというところが、まず適正配置

の取扱いの部分かと思います。

○鈴木委員 ということは、地元の検討委員会で決定をしましたと。その後、最初に聞

いたとおり、学校の設置者が市長であるということで検討委員会が決定をしたことを、

市長なり教育委員会なりが承認するとか、議会に対しては報告案件のみなのか、議会も

どこかで承認する必要があったのでしたか。

○望月教育部長 学校につきましては、設管条例で場所と名称がきちんと位置付けられ

ております。新しい統合校につきましても、設管条例を議会に諮りまして、議会で認め

ていただくというかたちがございます。それにつきましては、開校の２、３年前のタイ

ミングで、新治学園につきましても議会にお諮りしたところでございまして、この上大

津地区につきましても令和９年度の開校でございますので、まだ先になりますけれども、

令和６年度あるいは７年度頃、適切なタイミングに、議会にお諮りをさせていただくと

いうことになります。

○鈴木委員 議会にはまだ条例案の提示がないというところを考えると、まだまだ計画

の細かい部分については、変更の余地がある案件と解釈をしてよろしいでしょうか。

○望月教育部長 先ほど説明させていただきました、適正配置の実施計画策定後におき

ましては、昨年度に教育委員会の中で、五中のそばの土地を全部調査いたしまして、そ

の中で五中西側の土地を選定したという段階でございまして、その選定した内容につい

て、現在上大津統合小学校の整備基本計画ということで、今は案の段階でございますけ

れども、地域の方等にお示しをしている状況でございます。
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○鈴木委員 理解しました。地域とすり合わせをしている段階ということでよろしいで

すよね。それで、教育長にお伺いしたいのだけれども、教育委員会の教育委員さんが集

まっている会議のなかで、このことは私たちに報告をされているのと同じように、報告

をされているのでしょうか。

○入野教育長 教育委員会におきましても、本日の内容も含めて同時並行的に報告をさ

せていただいているところでございます。

○鈴木委員 実際に今日の午後から現地を私たちは見に行くのですけれども、恐らくこ

の場で皆さんはあまり言わないでしょうけれども、地元の住民、区の役員さん、ここ、

それぞれの議員がいろいろな相談の電話を受けているような状況で、新治学園の時とは

違って、まだ少し地元の理解不足が、市役所と地元との認識の違いが、まだあるのかな

という心配があるのですが、教育委員の皆さんからはそういった意見とか、話は言って

いないのかな。どうでしょう。

○入野教育長 教育委員会におきましては、報告の際に委員から特にコメントはもらっ

てはおりませんけれども、現状につきましてはしっかりと説明をしているところでござ

います。今後は、各教育委員からも必要な意見は徴収できるように努めていきたいと思

います。

○下村委員長 先ほど教育総務課長から説明があった断面図とか出してますよね。これ

は、プロポーザルで業者選定もしていなくて、想定、想定で出していくということが、

いいのか悪いのかという、そういうお考えがどちらなのかなというのをお聞きしたいの

です。

○望月教育部長 御案内のとおり昨年の１２月から地域の方々に、我々が考えている計

画案を御説明しているなかで、なかなか場所の選定をしたところが高低差が一部あると

いうような状況もありまして、時間は大分掛けているところなのですけれども、理解を

いただけない方が一部おりまして、そういった方々に我々としては丁寧に説明していく

という方向で、議論を重ねているというなかで、いろいろな方法があるよというような

ことを提示したものでございます。まだ、この後のステップで設計に入ってきた中で、

具体的な土地の活用方法とかに入るわけなのですけれども、御質問が多岐に渡っており

ますので、御理解をいただくという意味で、いろいろな方法をお示ししながら議論をし

ているというところでございます。

○下村委員長 もう一つ、こういう断面を作ったり、想定として配置のゾーニングどう

のこうのとか、ああいったことを作っているのは、どなたが作っているのですか。お金

が掛かっているのであれば、ある程度依頼しているのであれば、プロポーザルで業者選

定をして、それで案を練っていくというのが一番いいのかなと。プロポーザル方式とい

うのはコンペ形式ではないですから、業者と一緒になって教育委員会の希望を、選定し

た業者にどんどん伝えながら案を練っていくという、そういうスタイルなのだろうと思

うのですけれども、コンペの場合には状況をぼんと提示をして、これで競争をさせるわ

けですけれども、その辺のことがいつまでも選定しないで、どこかにゆだねているとお

金も掛かってくるのではないかなというふうに感じるのですけれどもね。その辺のこと
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については、教育部長はどのようにお考えですか。

○望月教育部長 先ほどの断面図でございますが、あくまでも教育委員会内部で技師の

職員もおりますので、そういったことからいろいろな方法もあるのだということで、地

域の方に理解を求めるという意味でお示しをしているというところでございまして、地

域の方から要請というか、必要な説明なのかなと我々も思っております。委員長がおっ

しゃるとおりですね。具体的には次のステップになってくることでございますが、理解

を深めていただくという目的で、我々は進めているところでございます。

○入野教育長 私からも補足で説明をさせていただきます。ちょっとおさらいも含めて

整理をしたいと思います。先ほど課長、部長が御説明したとおり、丁寧に私としては地

元も含めて、議会への報告も含めて、進めてきたのかなとそういうふうに考えておりま

す。今、地元を中心に一部御意見をいただいている内容が２点あるというふうに考えて

います。一つは、公民館を学校の中に複合化することによって、今の利用している方々

が、狭くなるのではないか、利便性が低下するのではないかと不安だというお声をいた

だいております。もう一つが、所在地を西側に検討しておりますが、くぼ地があるとい

うところが、いろいろな安心安全も含めてそこが不安ではないか、そういうようなこと

が。その２点が、私は地元を中心とした御意見かなというふうに考えております。この

二つの点につきましては、これから委員長が先ほどお話をしたとおり、正式に業者さん

とプロポーザルで詰めていくなかで、地元の公民館利用者の利便性がもっと向上するよ

うな、そんなメリットの高い公民館利用になるように、そしてくぼ地については、我々

の職員がいろいろな考える方法で、専門職員が技術的な面で不安を解消するために、地

元の方にお示しをしたわけですので、これが逆に委員長の御懸念のように、一人歩きを

しないようにきちんと留意をした上で、地元の方々を中心に御説明をしているつもりで

ございます。いずれにしましても、令和２年の冬でしょうか、適正配置計画が小中一貫

教育を本市は推進するのだという前提の元に、きちんと地元の方々、そして市民全体に、

議会も含めて御了解をいただきながら、令和９年４月の開校に向けて粛々と進めている

ところでありますので、今後も不安を、私は反対意見というふうには認識しておりませ

んので、実は不安なところが沢山あるよということであれば、いろいろな技術的な方法

で二つ、大きく分けて言えば二つなのですが、そういった不安の声を少しでも解消でき

るために、今後設計業者等としっかりと詰めていく必要があるのかなとそのように考え

ております。以上です。

○下村委員長 ありがとうございます。私たち委員会は、いつだったかも皆さんと話し

たのですけれども、ニュートラルなのですね立場的には。ただ、教育委員会の手続き上

の問題で、ちょっとおかしいでしょうとなったら意見を出さなければならない。しかし、

地元住民の皆さんからも、いろいろと話がありましたけれども、委員の方に来ています

けど、それについて教育委員会が把握していることであれば、私たちは立場上何も言う

ことがないわけですね。ですから、皆さんよく地元との合意を、丁寧に説明して合意を

していただくということが大切かなと思いますので、よろしくお願いします。

○田子委員 資料④－１の５ページ。５月２４日の説明会の事務局説明のなかで気にな
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ることがあるのですけれども、複合化事例で調理室及び共用化に関して、説明をされて

いることなのですけれども、今後こういうことを見越しての説明なのか、どういう経緯

でこの説明をされたのか、教えていただけますか。

○塚本教育総務課長 上大津公民館の利用者の方が、調理室、図書室等の部分が共用に

なって自分たちの、例えばお鍋とか、そういった部分がどうしたらいいんだというのが、

具体的な話になってしまうのですがそういった課題がありまして、その課題の解決策と

して、例えば学校の器具については学校の準備室で、公民館が今持っている調理器具に

ついては公民館用の準備室を使うことで、実際に調理室は共用化することでどうでしょ

うかみたいな案を示させていただいて、今課題の方の対策を御提案しているところでご

ざいます。

○田子委員 流れは分かりましたが、共用といっても小学校が隣にできたのならば、小、

中、それから地域の方の三者が共用するイメージになってくるのでしょうか。

○塚本教育総務課長 中学校については、中学校のほうの建物で調理室を使います。学

校ですと、年間２０時間位なのですね。複合化の課題解消に向けた対策というのがござ

いまして、資料④－１０になります。個別に説明しなかったのですが。こちらに、調理

室の共用化の対策ということで、上大津公民館の調理室利用件数と上大津東小学校の家

庭科室利用時間数等を調査したものでございます。それぞれ、１か月平均が６件と１か

月平均の約１．７時間ということで、調理室の利用率は低いので、室の共用化には支障

がないと考えておりまして、こういった御提案をさせていただいております。

○田子委員 分かりました。図書室の共用化についても書いてありますけれども、こち

らはそれぞれに、小学校、中学校、公民館ということでそれぞれに設けるイメージでよ

ろしいのでしょうか。

○塚本教育総務課長 そのように考えております。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、博物館大規模改修に係る工事と休館について執行部より説明願

います。

○木塚博物館副館長 資料⑤をお願いいたします。博物館大規模改修に係る工事と休館

について御説明いたします。１の実施設計業務及び工事につきましたは、（１）の業者に

よる実施設計が、（２）の委託期間のとおり完了いたしました。（３）の工事につきまし

ては、建築、電気、機械の工事を令和４年度から令和５年度にかけて実施する予定でご

ざいます。市民の皆様に向けて休館のお知らせをします。２を御覧ください。工事に伴

う休館につきましては、（１）工事期間が令和５年９月までを予定しております。その後、

（２）の工事検査を経まして、（３）引越、開館準備をいたします。（４）の休館期間でご

ざいますが、記載のとおり令和４年７月５日から令和５年１２月末までの１８か月を休

館いたします。なお、亀城公園にあります東櫓は、博物館の付属展示館でございますが、

こちらは無料開館いたします。（５）の再開館ですが、令和６年１月上旬を予定しており

ます。
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○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、体育施設等新型コロナウイルス感染症対策事業予算の事故繰越

について、川口運動公園トイレ等改修工事を執行部より説明願います。

○大橋スポーツ振興課長 資料⑥をお願いいたします。川口運動公園内のトイレは、感

染症対策として水栓のレバーハンドル化や洋式化に合わせ、３か所の内装リフォーム工

事は３月中旬に完了予定でございましたが、こちらもコロナウイルス感染拡大が工事資

材の生産にも影響を及ぼし、トイレ本体、具体的には洗浄機能付き便座の納入の見込み

が立たなくなり、工期を６月末まで延長したものでございます。２の繰越額は、３目体

育施設の１４節工事請負費５，７２０万円のうち、６割の３，４３２万円を令和４年度

へ繰越しして対処いたします。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、茨城県土浦市が生んだ高校野球の名将、木内幸男追悼展の開催

について執行部より説明願います。

○大橋スポーツ振興課長 資料⑦をお願いいたします。土浦市出身、高校野球界に名を

とどろかせた木内幸男監督の追悼展のご案内です。常総学院と常友会と申します高校野

球のＯＢ会がございます。そちらの全面協力のもと、市民ギャラリーにて６月２８日火

曜日から７月２４日日曜日まで開催いたします。一番下の７番追悼展の概要ですが、追

悼映像の放映を始め、写真パネルや優勝旗、記念ボールなどの展示、来場の記念やＳＮ

Ｓに活用いただけるよう撮影コーナーの設置などを予定しております。以上でございま

す。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○鈴木委員 以前、私が一般質問でやったところが、こういうかたちになって表れてき

て、非常に良いことだということで、期待をしています。これは、広告の部分で土浦市

内、茨城県内のほか県外の皆さんにも、非常に野球好きな方には興味があるものだと思

うので、広告宣伝の仕方を上手にやっていただいて、一人でも多くの来場者が来ていた

だけるようにお願いします。

○大橋スポーツ振興課長 鈴木委員から御提案いただきましたように、地方大会の期間

でもありますし、来場された方々は今ＳＮＳ等で拡散とかもされるところです。あとは、

もちろん広報紙等にも掲載して、市のホームページ等の掲載も考えてございますので、

来場者数の増に事務局としても期待しているところでございます。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 以上で提出された資料の説明は終了しました。つづきまして、４月２２

日に行われました旧土浦藩領谷和原村代官所長屋門の視察について議題とします。長屋

門についての御意見を委員の皆さん伺う前に、まず中澤文化振興課長から長屋門の概要

等について説明願います。
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○中澤文化振興課長 資料⑧をお願いいたします。旧土浦藩領谷和原村長屋門の部材確

認について、御説明いたします。１番目、長屋門についての構造、規模、寄贈等につきま

しては、記載のとおりでございまして、２番目の保管状況の確認日は、４月２２日の金

曜日、午後２時から行いました。３番目の主な説明内容につきましては、（１）歴史的な

調査所見を、博物館の木塚副館長より説明いたしました。主な要点は、１点目の黒ポチ、

長屋門の寄贈者は、西楢戸村の名主、中山源兵衛の子孫である。２点目、西楢戸村は、村

高４６０石余である。３点目、谷原領代官は、土浦藩士の池田民吉である。よって、４点

目、寄贈の長屋門は、これまで伝えられてきた代官所の門ではなく、名主中山家の門で

あることが判明したなどです。（２）建造物部材の所見につきましては、茨城県ヘリテー

ジマネージャーの石坂健一さんより、説明をいただきました。１点目の黒ポチ、柱、梁、

小屋組などの部材は、ほぼ残っている模様。２点目、全ての部材を一点一点見ないと何

とも言えないが、使える部材は半分位だろう。３点目、瓦や板貼り材は、参考品として

一部が残されているのみなので、復元時は新規で造作しなければならない。４点目、材

料は、地元で入手できる素朴なもので、松や杉材が主で、柱と扉がヒノキであるという

ものでした。説明は以上でございます。

○下村委員長 委員の皆さんから、再度長屋門についての意見等を伺いたいと思います。

また、先ほどの説明を含め、執行部への質問がございましたら、一緒にお願いいたしま

す。視察に行ってない方もいるので、先ほど概要説明をしていただきましたけれども、

委員の皆さん、目黒委員から順次意見を述べていただければ。

○目黒委員 ４月２２日に見学をさせていただきまして、歴史も感じられましたし、こ

れが復元できたら、本当に凄いスケールがあってすばらしいなと思ったのですけれども、

その反面でこちらにあるように、かなり虫食いとか建てるにあたってもそのまま使えな

いというのが、素人目で見ても十分に分かりましたので、部材に関しては処分したほう

が、個人的な意見としてはよろしいのではないかと思います。ただ、こういった土浦市

として歴史なり、こういうものがあったのだということで、何かしらの資料であったり

とか、例えば小さな模型とかで残すのも必要かなと思いました。写真も少し見させてい

ただいたのですけれども、素朴な感じで、かといって普段は見ることができないもので

すので、うまい具合に何かしらで残していただけたらと思います。

○塚原委員 まず、今回確認させていただいて、代官所の長屋門ということで、文化財

的なものがあるのでないかということで行ったわけですが、実際に木塚副館長の御説明

を受けた時に、名主の家の門だったよと。それを今、一緒に行っていただいた工務店の

方の意見を聞くと、半分以上虫食いで使えないのではないかと。それを、これから再建

させた時に、どれだけのお金が掛かって、どれだけの期間がかかるか。それを再建する

だけの意味があるのかということを考えると、非常に再建させることは、無駄と言った

ら大変失礼なのですけれど、そうじゃないかなと。それを考えると、まだ新治にはあれ

より良い門がいくつも残っていると、名主さんの所ということからするとですね。私も

目黒委員と同様で、今回は処分するのに今まで１０年、２０年、３０年近く保管してき

たなかで、財産の目録にもないということですので、どういう処分の方法が良いのか分
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かりませんけれども、操作したほうがいいのではないかなというのが私の意見になりま

す。

○福田委員 私は欠席をさせていただきまして、写真であるとか、あるいは委員の方か

らのお話を伺うということでしたので、何とも言いようがないのですが、やはり二人の

意見のように、復元するのにコストが掛かるとことになると、また話は変わってきます

ので、その辺を十分に検討していただきたいと思います。

○下村委員長 田子委員いかがですか。視察を知らないのであれですけれども、今の中

澤課長からの御説明をいただいて、資料と委員の皆さんから少しずつ。

○田子委員 私も欠席でしたので、現状は得られていないのですけれども、虫食いがひ

どいというので、ちょっと難しいんじゃないかなというのは、伺っていて思いました。

○矢口委員 まず、当日御説明いただいた建築の専門家と木塚副館長の説明が非常に分

かりやすくて、本当にありがとうございました。今までほかの委員がおっしゃったよう

に、私も建物自体を復元するというのは現実的ではないと思いました。一方で、この部

材を置いてある倉庫、持ち物である倉庫に置いておく分には、目立った費用が発生しな

いということなので、どうするのだということを考えたのですが、この倉庫がもし空い

ていれば、ここに地元で置かせてもらいたいものがあるという意見も伺っておりますの

で、このままこの状態で放置しておくのは良くないのだろうなと思っております。どこ

かで決断が必要なのかなというふうに感じております。以上です。

○鈴木委員 まず、感想の前に質問というかお願いになるのかな。１点、１点部材を調

査をした場合に掛かる費用と処分した場合の費用の差の算出は、まだやっていないです

よね。

○中澤文化振興課長 まだ算出はしてございません。

○鈴木委員 算出には当然お金も掛かってくるでしょう。そこにお金を掛けて保存をし

続けていくべきかという問題が一つあります。どうかんがえても、昭和６０年に解体し

たものをあの状態で置いているのだから、私ら素人が見てもあの材料は使えないし、新

しいものと組み合わせてどこかに復元したとしても、シロアリとか何かを防ぐ技術は高

度でしょうけれども、前提としてああいった長屋門は、下で囲炉裏で火をおこして、い

ぶりながら虫を寄せ付けないような造りでやっていたものが、現代の環境に合うか合わ

ないかという部分もあるので、原則早めに処分をしていただきたい。それよりも、この

前私は冨岡家住宅を見てきました。冨岡家住宅はまだ住んでいる方がいらっしゃるので、

その方の許可をいただいて、やはり建築関係の方と見てきたのですけれども、建物とし

てぎりぎり残っている状態、かなり土台が危ない状態にはなっているのだけれども、今

ならぎりぎりなんとか移築ができるのか、それともあの場所に置いておくのかという議

論はのちのち出てくるかと思うのだけれども、ああいったものの保存とか移築を検討し

たほうが、この前見た長屋門にお金を掛けるよりも有効ではないかと。ほかにも岩瀬家

住宅もあるし、前野家もあるし、高津にもありましたよね。そういった、今残っていて、

今ならなんとかなるというものを、何か年かの計画に基づいて、利用を検討していって

いただきたいと思います。この長屋門については、早めに処分していただきたいという
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のが私の意見でございます。

○奥谷副委員長 先日は説明していただきありがとうございました。実際に、私も現物

を見るまで詳しい状況が分かりませんでしたけれども、まずはこの今残されているもの

が、これから復元をしてまで残す価値があるのかどうかということを考えた場合に、当

日の説明を聞いているとそこまでの価値はないのではないのかなと。なおかつ、あの状

況で保管場所を移転したりということがあったようですけれども、４０年位置いている

状況を実際に見た場合に、非常に傷みがひどいということもよく分かりましたので、そ

ういうことであれば、あそこにこのまま置いておくというのも、ちょっと違うのではな

いかなと。なんとかこのタイミングでしっかりと把握すべきではないかということで、

どういう形の処分方法があるか御検討いただきたいと思いますが、処分をさせてもらう

ほうがいいのではないかなというふうに感じております。

○下村委員長 それでは、意見を取りまとめたいと思います。旧土浦藩領谷和原村代官

所長屋門について、文教厚生委員会としては、委員の皆さんの御意見によりますと、廃

棄処分ですか。文化財的な価値がないから廃棄処分。もう一つ、できるだけ早く処分と

いう。現在の倉庫に保管しているけれども、地元の皆さんの要望によればそういうもの

を早く無くしてもらえれば、別の活用ができるというようなことです。まとめとしては、

廃棄処分が多いということで、委員の意見は。もう一つ、記録を残せるのかというよう

なことでした。写真とか、解体する時の資料等で図面、あるいは符合で材料調書でしょ

うかね。そういった部材調書みたいなものがあるのでしょうから、そういったものを保

存をしていただければと。お金を掛けて解体をしてきたものですから、やはり市の財産

を廃棄処分するということになると、それなりの記録保存が必要なのかなということを

感じますので、委員会としては廃棄処分、記録保存ということで、教育委員会のほうで

御検討いただいて、その検討結果を文教厚生委員会へ報告をしていただければというふ

うにお願いいたします。以上です。

○中澤文化振興課長 廃棄処分の意見とか、記録保存をというのが主な意見かなと思い

ます。処分もいろいろあるかと思います。どういった処分の方法があるのか。また、記

録保存につきましては、昭和６０年に寄贈を受けるに当たりまして、解体時に寸法と図

面等をおこせるような記録がございます。また、解体時の小屋組みなどの記録を取った

写真などもございます。そういったものは、今後残していくといったような方向性で考

えておりますけれども、改めまして委員会へ御報告させていただければと思います。

○入野教育長 時間の関係もありますので、端的にお答えを差し上げたいと思います。

まず、４月２２日の現地調査は各委員に御足労いただき大変ありがとうございます。本

日も慎重な御審議をいただいて、感謝の言葉も申し上げる次第でございます。そしても

う１点、古くはなりますが、３０年以上も寄贈を受けてから、執行部でなかなか対応が

できなかったということは、改めまして私からお詫びを申し上げたいと思います。今日

審議をいただきました、各委員からの総意ということで、いろいろな御意見がありまし

たけれども、私も各委員と同様の意見でございます。この業務に限らず、費用対効果と

いうのは非常に行政としては大切でございます。この文化財、門が全く価値がないとい
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うふうには、私は考えてございません。ただ、地域振興のためにどれだけのお金を掛け

て、これまで３０年の間に検討した経緯もあるようです。３，０００万円、４，０００万

円位の経費で、もう１回復元できるというような、当時の案もあったようでございます。

人件費等を加えますので億近くなるかもしれませんが、そういった経費が、ざっくりと

した経費ですが、そういったお金を掛けて、価値を改めて精査をして、本市の地域振興、

観光振興に寄与するか、あるいは文化振興に寄与するか、そういったことを執行部でた

だ今課長が申し上げたとおり、さらに検討をして、この委員会に御報告を申し上げたい

というふうに思います。最後になりますが、私は寄贈してくれた、３０年前の話ですが、

価値ももしかしたら御本人はお分かりにならなかったのかなというふうに思っておりま

す。そういった御本人が寄贈した、また役所側の姿勢というものはしっかりと、お話に

もありましたけれども、記録の保存なり、後に残すことが土浦市としての努めかなとそ

のように考えております。しっかりと検討して御報告差し上げたいと思います。

○下村委員長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。この件は終わりに

したいと思います。それでは、その他何か執行部からありますか。

（「ございません」の声あり）

○下村委員長 委員の皆さんから執行部に、何かありますか。

○塚原委員 今、川口運動公園のトイレの部材も非常に厳しいという状況だったのです

けれども、県の水郷体育館のトイレの改修というのは、ほとんどが和式で非常に使いづ

らいというところがあるのですけれども、それを御提案いただいて、この機会にやって

いただけると非常にありがたいと思うのですけれども、どうでしょう。

○入野教育長 水郷体育館のトイレの件については、塚原委員を始め各委員からもこの

委員会でお話を伺っております。私も県の土木事務所を中心に、県庁にも要望をしてま

いったところでございます。昨年度は、至急というふうに話を、要望したところであり

ますけれども、今冬の選考がありまして来年度以降できるだけ早期にという期待をして

おりますが、最優先でやらせていただきたいといった回答を現時点でいただいておりま

すので、期待をして待ちたいというふうに思います。よろしくお願いします。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 以上で、教育委員会は終了します。お疲れ様でした。長時間に渡り、あ

りがとうございました。暫時休憩します。休憩後、保健福祉部とこども未来部を行いま

す。再開は、１１時３５分とします。

【休憩】

（午前１１時３５分再開）

○下村委員長 再開いたします。保健福祉部より行います。資料は、文教厚生委員会、

令和４年、５月３０日開催、保健福祉部をお願いします。議案関係に入ります。土浦市

障害者自立支援センター条例等の一部改正案について執行部より説明願います。

○小池障害福祉課長 土浦市障害者自立支援センター条例等の一部改正案について御説

明いたします。資料①－１をお願いします。１の改正理由でございます。障害福祉課所
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管の土浦市障害者自立支援センター条例及び土浦市つくしの家条例と、こども包括支援

課所管の土浦市療育支援センター条例において、使用料についての規定に、本来不必要

である規定があることが判明したことから、これを修正するために、条例の一部改正を

行うものでございます。また、現状のサービス提供内容に合わせた改正も、併せておこ

なうものです。条例は３つありますが、主たる改正内容が同一であることから、改正条

例は１本となります。なお、今回の改正に伴う利用者の負担や運用についての変更はご

ざいません。２の改正の概要でございます。それぞれの条例の①の減額規定の削除が共

通の改正内容となりますので、まず、①について説明させていただきます。資料①－２

をお願いします。平成２４年に障害者総合支援法等の改正があり、その法改正に合わせ

障害者自立支援センター条例等の３条例の一部改正を行いましたが、その際、誤った解

釈により改正したため、法の趣旨とは合わない規定になっていることが判明しました。

このことから、法の規定に合うよう条例の一部改正を行うものです。なお、実際の運用

については、法の規定に沿っておこなっており、利用者の不利益は生じておりません。

では、法の規定と条例の既定の相違について説明いたします。まず、１の法の規定につ

いてからお願いします。障害者総合支援法第２９条の規定についてですが、まず第１項

において、障害者が障害福祉サービスを受けた際には、市から給付費が支給されること

が規定されています。つづいて、第３項において、その給付費の額は、図の①の国が決

めた障害福祉サービスの費用の額から、図の②の利用者の負担能力に応じた額を差し引

いた額と規定されています。法の趣旨としては、障害福祉サービス利用に係る費用につ

いては、原則全額公費負担。ただし、負担能力のある利用者には一部負担を求める、と

いうものになっております。この法における市というのは、行政庁としての市であり、

行政から障害福祉サービス事業所に給付費を支給するという流れになります。つぎに、

２の条例の規定について説明いたします。法においては、給付費について規定されてお

りますが、つくしの家等の条例では、障害福祉サービス事業所として利用者から徴収す

る使用料について規定しております。平成２４年の法改正に合わせ、低所得者の負担を

軽減するという趣旨で、つくしの家条例等に、使用料の減額規定を加える改正をしまし

たが、そもそも法の規定では、低所得者に対して負担を求めておりません。また、この

減額規定を追加したことにより、負担能力がある利用者に対して求めるべき額を、使用

料から減額するという意味となり、負担能力に応じた負担を求める法の趣旨と異なって

しまいました。つくしの家条例等は、障害福祉サービス事業所としての使用料、もらう

側の規定しているところ、給付費の支給する側について規定した法の内容をそのままあ

てはめてしまったため、法の趣旨に合わない規定となってしまいました。具体的に、つ

くしの家条例第１０条の規定を例に説明いたします。つくしの家条例第１０条を御覧く

ださい。まず、第１項において、利用者は国が定めた額、図の①の使用料を納入しなけ

ればならないと規定しております。障害福祉サービス事業所であるつくしの家の収入と

なる使用料は、①の１０万円となります。しかし、第２項において、②の負担能力に応

じた額の使用料を減額するとなっており、法が規定する、負担能力のある人にはその能

力に応じた負担をしてもらうという趣旨に反し、負担能力のある人が負担する額を減額
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するという規定になっております。障害福祉サービス事業所として、１０万円のサービ

スを提供しても、負担能力のある利用者からは、９万円しか料金をもらわない、という

ことになってしまいます。つぎに、ここまでの説明のポイントを、ＱアンドＡのスタイ

ルでまとめました。２ページをお願いします。問１ということで、利用者による根拠法

の相違とは、どのようなものか。答１として、利用者が障害者、大人か障害児、子供かに

よって、障害福祉サービスに係る給付費の根拠法が異なります。ただし、サービス利用

に係る仕組は同一のものでございます。サービスの対象者が障害者、大人な場合の根拠

法は障害者総合支援法となり、サービスを提供する施設はつくしの家、自立支援サービ

スになります。一方で、障害児、子供だった場合の根拠法は、児童福祉法となりまして、

療育支援センターがこの施設となります。問２、利用者から徴収した費用はあるのか。

負担能力に応じた額は発生しているのか。答２としまして、つくしの家及び自立支援セ

ンターについては、利用者である障害者本人に対して所得の判定を行った結果、低所得

者の判定であったため、利用の負担は発生しておりません。療育支援センターについて

は、利用者である障害児の保護者の所得で判定しているため、負担額が発生した方には、

法の規定のとおり費用を徴収しております。問３、条例上減額すると規定しているのに

利用者から徴収した費用の返金は必要ないのか。答えとしまして、平成２４年の条例改

正は、法律の趣旨に合わせるために行った条例改正が、実は錯誤であったというもので

す。つまり、法律の内容に反するような条例が存在していたものの、実際の事務処理は

条例ではなく法律に基づいた運用を行い、負担額等も法律に応じたものとなっており、

現時点で返金は発生いたしません。問４、法の上での給付費と条例上の使用料は異なる

ものなのか。答えとしまして、給付費イコール使用料ではございません。給付費は、障

害福祉サービスに要する費用のうち、市が公費負担する分を指します。使用料は、障害

福祉サービスに要する費用そのものを指します。つくしの家等は、公の施設として設置

及び管理に関する事項を条例で定めており、障害福祉サービスに要する費用を使用料と

みなしたものです。図のほうで、給付費と使用料との関係と、実際のお金の流れを表し

ました。利用者が障害福祉サービスを利用した時は、行政庁である市から給付費が支給

されます。③の太い緑の矢印です。ただし、実際のお金の動きは、国保連合会を経由し

て、事業所に直接支給されます。それが緑の細い矢印③ダッシュとなります。一方で、

利用者は、障害福祉サービス事業所に使用料を支払う必要があります。青の矢印①で表

しております。そして、この使用料の内訳が、緑の給付費③ダッシュと黄色の負担額②

のとなります。緑の給付費については、市から国保連合会を経由して、直接事業所に支

払われますので、利用者は差額のみを事業所に支払うことになります。この②の負担額

について、条例では減額すると規定しておりますが、実務上では法の規定に沿って徴収

しております。問５、事務処理上の誤りはなく、条例の規定のみが誤っていたというこ

とか。答えとしましては、お見込みのとおりということでございます。以上のことから、

法の趣旨と異なっているつくしの家条例第１０条第２項等の減額規定を削り、改正前の

構成に戻す改正を行うものです。なお、繰り返しになりますが、実際の事務処理として

は、法の規定に沿ったの事務処理をおこなっておりますので、この改正により利用者の
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不利益が生じることはございません。①の説明については以上となります。恐れ入りま

すが、最初の資料①－１にお戻りください。２の改正概要の（２）療育支援センター条

例と（３）つくしの家条例の②、使用料を利用料に改めるについて説明いたします。こ

れまで、療育支援センター等を利用する際の料金については、公の施設を使用すること

に対する使用料という規定になっておりましたが、実際の内容は、障害福祉サービスを

利用することに対するサービス利用料であることから、実態に合わせ使用料を利用料に

改めるものでございます。そのほかに、（１）障害者自立支援センター条例については、

引用する法律の条項ずれの整理を、（２）療育支援センター条例については、条例上未規

定であった障害児相談支援及び計画相談支援サービスに係る規定の追加を、（３）つくし

の家条例については、サービスを利用する者がいないことから、現在廃止をしている事

業を条例から削除する改正も併せて行います。３の施行日については、公布の日から施

行するものでございます。説明は以上です。よろしくお願いします。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○目黒委員 どういったきっかけで、規定等に本来不必要なものがあったとか判明した

のか、お教えいただけたらと思います。

○小池障害福祉課長 実は、廃止している事業がまだ条例に載っているというところの

部分で、そこは削らなければいけないだろうということで、条例改正の準備をしており

ました。つくしの家条例ともう一つの使用料から利用料に改めるというところについて

は、ずっと課題になっていた部分がありまして、今回条例改正をするのであれば、そこ

の整理もしたほうがいいねということで、その使用料の条項を見たところ、これは言っ

ていることが何かおかしくないかということに気が付いて、なんでこうなってしまった

のか調べていく過程の中で、つくしの条例だけじゃなくて、療育支援センター及び自立

支援センターの条例もその時に一緒に直したようだと。なんでこうなったのかなと法律

に戻ってみたら、どうも給付費を改正したのに使用料も改正してしまったのではないか

というようなかたちで判明いたしました。

○目黒委員 本文を調べようと思って調べられなかったのですけれども、ホームページ

で見られましたでしょうか。

○小池障害福祉課長 本文は、条例の本文でしょうか。

○目黒委員 そうですね。

○小池障害福祉課長 市のホームページの例規というかたちで検索していただくか、つ

くしの家条例とかそのままずばりキーワードで検索していただいても、多分ヒットする

かと思います。

○鈴木委員 質問が二つあったのだけれども、一つは今の目黒委員の質問で解決をしま

した。これは、気が付かずに条例を制定してしまったということは、私は平成２３年か

ら文教厚生委員会にいますけれども、議会としてのチェック機能が果たせなかったとい

う点でも、非常に申し訳ないと。皆さんが提案をしてきたことに対して、条文まで私た

ちがよく読み込んで、ただ法の趣旨と合うか合わないかという視点が欠けていたのかな

というところも反省していますので、今後条例改正の時も今まで以上に見ていかなけれ
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ばならないというところがあるので、よく気づいていただけました、ありがとうござい

ますというのがまず第１です。あとは、ＱアンドＡを見ても利用者に不利益が生じてい

ないというところが、一つ安心した部分で、特に保健福祉部は複雑なところが多いと思

うので、折に触れて条例と上位法の整合性をチェックしながら、今後やっていただきた

いということで、これは当時委員だった私もチェックを果たせなかったというお詫びを

含めて、皆さんにも頑張っていただきたいというお願いです。答弁は大丈夫です。

○矢口委員 正直完全には理解していないので、そこを含み置きの上で質問をさせてく

ださい。２点あります。まず、使用料と利用料の違いをもう一度よく御説明いただきた

いのと、ＱアンドＡの赤字のところですが、事務処理が条例ではなく法律に基づいた運

用を行っていたということで、それって何なのとよく分からない。条例に基づいて事務

処理されるべきであろうところが、結果的には良かったけれども法律に基づいてやって

いたってなんなのかなと。そこもよく分からないので、その２点の御説明をお願いいた

します。

○小池障害福祉課長 まず、１点目の質問でございます。使用料と利用料の何が違うの

かということなのですけど、考え方として使用料ですと、例えばつくしの家という公の

施設の、極端に言えば床を使うことに対する対価、施設を使うことに対する対価という

考え方ですと使用料というかたちになりまして、公の施設の設完条例と言われているも

のについては、このスタイルを取っていることが多いかと思います。例えば、公民館で

すと、お部屋を貸すときの使用料がいくらですよというイメージかと思います。今回、

利用料と改めるのは、内容はあくまで障害福祉サービス事業を提供したことに対する対

価であるということで、床を使うことに対する対価ではないですよねという部分で、今

回利用料というふうに改めました。ここの利用料については、あくまで障害者に関する

法律、障害者相互支援法とか、児童福祉法とか、そういったところのルールに乗っ取っ

た料金でありますよと。ただ、公であるつくしの家を利用する際には、こういった利用

料金が掛かりますよということで、その条例のところに規定させていただいているとい

う部分が違います。それともう一つ、２点目。条例の規定をしていて、その条例のとお

りにやらないのは何なんだという部分だと思うのですが、条例の規定どおりにやるとす

れば、負担能力のある人に対する自己負担額を減額しなければならなくなってしまう。

先ほども説明をしました、１０万円とサービスを提供した際に、給付費が原則１割負担、

能力ある人は１割負担ですよということになりますので、１万円を負担していただかな

くてはいけないのですけれども、その１万円を減額してしまうよという現在の間違った

規定になっているのですね。ただ、法律は原則全額公費負担なのだけれども、能力があ

る人については一部負担をお願いしますということなので、そこが合いませんというと

ころなのですけれども、実際の現場での運用というのは、障害福祉法の規定に基づいて

実際に運用しているものですから、条例の減額するというのはやっていなかった。実際

に間違っているということも気が付いていないものですから、規定がそうなっていると

いうことも多分今まで気が付いてなかったと思うのです。当然、法律のルールに基づい

てやっていて、条例もそれに合っているものだと思っていたのだと、思います。
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○矢口委員 説明はよく分かりました。それで良かったのかは別。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、老人福祉施設開設準備経費助成事業の補正予算案について執行

部より説明願います。

○塚本高齢福祉課長 資料②、老人福祉施設開設準備経費助成事業の補正予算案につい

てをお願いいたします。１の補正の理由です。昨年度、事業者から要望があり、茨城県

に手続きを進めておりました、令和４年度茨城県地域医療介護総合確保基金事業（介護

施設等の整備に関する事業）補助金について、本年５月９日付で補助対象となる内示が

ありましたことから、今回増額補正をお願いするものでございます。２の事業概要です。

本事業につきましては、本市の第８次土浦市老人福祉計画及び介護保険事業計画に基づ

き、現在、牛久市の社会医療法人若竹会が真鍋新町地内で整備中の介護医療院について、

開設時から安定した質の高いサービスを提供する体制整備を図るため、開設準備に要す

る経費を助成するものです。補助金名は、記載のとおり老人福祉施設開設準備経費助成

事業費補助金で、対象経費は、施設の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、

備品購入費、人件費等でございます。補助金額は、基準単価が定員一人当たり８３万９，

０００円で、定員９６人分の８，０５４万４，０００円となります。財源につきまして

は、県補助金が１０分の１０でございます。３の補正予算額は、歳入が、１７款県支出

金、２項県補助金、２目民生費県補助金の４節老人福祉費補助金で、８，０５４万４，０

００円。歳出が、３款民生費、１項社会福祉費、５目老人福祉費の１８節負担金補助及

び交付金で、同額の８，０５４万４，０００円でございます。次ページの上段は、土浦リ

ハビリテーション病院介護医療院の外観イメージ図、下段は位置図です。説明は以上で

ございます。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○目黒委員 事業概要の③の補助金額、定員数９６名というのは病床数の数なのでしょ

うか。

○塚本高齢福祉課長 こちらにつきましては、病院というわけではないので、あくまで

も福祉施設ということになりますので、病床という言い方ではなくて、定員という言い

方をさせていただいております。

○目黒委員 そうすると、イメージ的にはデイサービスとか、ショートステイ、もしく

はリハビリに対して９６名まで受け入れできますという、そういうようなイメージでし

ょうか。

○塚本高齢福祉課長 こちらの施設につきましては、あくまでも入所の施設ということ

で御理解いただいてよろしいかと思います。入所をしながら、介護を受けながら、そし

て、医療的措置も受けると。そのような施設でございます。

○目黒委員 いわゆる老健と言われる施設でよろしいですか。

○塚本高齢福祉課長 老健とはまた別の施設でございまして、老健につきましては、在

宅復帰を目指す要介護者に対して、リハビリ等を提供する施設となってございます。介



24

護医療院につきましては、長期療養が必要な要介護者への施設ということですので、老

健とは若干性格が違う施設となってございます。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、令和４年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事

業の補正予算案について執行部より説明願います。

○福原社会福祉課長 資料③－１をお願いいたします。令和４年度住民税非課税世帯等

に対する臨時特別給付金給付事業の補正予算案について御説明いたします。まず、補正

予算案については、令和３年度からの事業で対象世帯を追加したものとなっております。

まず、補正理由でございますが、国のコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急

対策、令和４年４月２６日の関係閣僚会議において、真に生活に困っている方々への支

援措置の強化といたしまして、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、

家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていな

い世帯に対しまして、令和４年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行うかたちで、

運用改善された当該事業に係る事業費、事務費を増額補正するものです。つづきまして、

事業概要でございます。まず、支給対象世帯でございますが、二つのパターンがござい

ます。一つ目が住民税非課税世帯でございます。こちらは、令和４年６月１日基準日に

おきまして、世帯全員の令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯。二つ目が家

計急変世帯でございます。住民税非課税世帯のほかに、新型コロナウイルス感染症の影

響を受けまして、令和４年１月以降、申請日の属する月までの家計が急変いたしまして、

同一世帯に属するもの全員が、令和４年度分の住民税が非課税世帯と同様の事情にある

と認められた世帯となっております。なおこちらの世帯につきましては、令和３年度に

給付した世帯は除くということになっております。つづきまして、給付額でございます。

こちらは、１世帯当たり１０万円でございます。申請受付期間は、令和４年７月１５日

から３か月を予定しております。対象世帯数でございますが、まず住民税非課税世帯が

約２，０００世帯。家計急変世帯につきましては、５００世帯を見込んでおります。補

助率でございますが、こちらは１０分の１０、国の補助となっております。受付場所と

いたしましては、社会福祉課脇の相談コーナーを予定しております。次のページをお願

いいたします。補正予算額につきましては、家計急変世帯５００世帯分につきましては、

令和３年度予算の繰越しで対応が可能でございますので、今回の補正予算には計上いた

しておりません。ですので、今回の計上は、非課税世帯２，０００世帯が対象の経費と

なっております。まず、歳入でございますが、２目民生費国庫補助金の補正額が、２億

４５１万円となっております。こちらの内訳でございますが、非課税世帯等に対する臨

時特別給付金給付事業費補助金が２，０００世帯分で、２億円。それに伴います事務費

が４５１万円でございます。つづきまして、歳出でございます。１０目非課税世帯等に

対する臨時特別給付金給付事業費といたしまして、１０節需用費は事務消耗品で１５万

円でございます。１１節役務費が１１６万４，０００円でございます。内訳が、確認申

請書等を郵送する郵便料が９４万４，０００円、銀行への振込手数料が２２万円となっ
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ております。１２節委託料でございます。こちらは、３１０万８，０００円。内訳でござ

いますが、人材派遣委託料は１名分となりますが、２５５万８，０００円。それと、電算

業務の委託料が５５万円となっております。１３節使用料及び賃借料でございますが、

こちらは複写機使用料８万８，０００円でございます。１８節負担金補助及び交付金で

２億円。こちらが、２，０００世帯の支払の原資となっております。補正予算額の合計

が２億４５１万円でございます。なお、資料③－２につきましては、国が作成いたしま

した当該事業の資料を添付させていただいております。説明は以上でございます。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 その他に移ります。令和５年度以降の東京電力福島第一原子力発電所事

故に伴う避難者の国民健康保険税等の減免の見直しについて執行部より説明願います。

○刈山国保年金課長 資料④－１をお願いいたします。令和５年度以降の東京電力福島

第一原子力発電所事故に伴う避難者の国民健康保険税等の減免の見直しについて御説明

いたします。１番の見直しの理由でございますが、東京電力福島第一原子力発電所事故

に伴う避難者の国民健康保険税等の減免については、国からの財政支援により実施して

おりますが、第２期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針に

おいて、被保険者間の公平性等の観点から、避難指示解除の状況も踏まえ、適切な周知

期間を設けつつ、激変緩和措置を講じながら、適切な見直しを行うこととされているこ

とを踏まえ、見直すこととなり、令和４年４月８日付け国から見直し内容が示されたも

のです。２番の見直しの内容でございますが、平成２９年４月以前に避難指示区域等の

指定が解除された地域が対象となります。被保険者間の公平性を確保するとともに、十

分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から１０年程度で終了することとなりま

す。なお、平成３１年以降に避難指示区域等の指定が解除された地域及びこれから避難

指示区域等の指定が解除される地域についても、同様の考え方により見直しを進めると

のことです。表が見直しの年度となります。①番の平成２６年までに解除された地域か

ら、④番の平成２９年に解除された地域まで、順次見直しになります。①番の平成２６

年までに解除された地域では、保険税の全額減免は今年度、令和４年までとなります。

令和５年度は２分の１の減免、令和６年度は免除なし、窓口負担につきましては、令和

６年度まで全額免除、令和７年度から、免除はありません。支援終了となります。②番

以降、１年ずれで順次支援終了となります。表の右側に本市の該当世帯数等を記入して

おりますが、令和３年度末現在対象世帯は、７世帯、１６人でございまして、全世帯が

この見直しの対象となりますので、本市は令和９年度で終了となります。３番の周知方

法でございますが、該当世帯に対し、７月に発送いたします令和４年８月更新の被保険

者証に案内文の同封し、周知を予定しております。また、参考に資料④－２に避難指示

区域の概念図を添付しております。説明は以上です。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しについて執行部よ
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り説明願います。

○刈山国保年金課長 ⑤－１をお願いいたします。後期高齢者医療制度の窓口負担割合

の見直しについて御説明いたします。１番の見直し理由でございます。令和４年度以降、

団塊の世代が７５歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の

医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代の負担となっていることから、今回

の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいく

ためのものです。なお、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が、令和４年１月４日に公布され、

１０月１日から施行されるものです。２番の見直しの内容でございます。見直しは、１

０月１日からとなります。現在、現役並み所得者以外は１割、現役並み所得者は３割の

２段階を、一定以上所得のある方には２割ご負担いただく、３段階とするものです。な

お、改正後の負担割合判定基準については、参考に資料⑤－２に窓口負担２割の対象と

なるかどうかの主な判定の流れを添付しております。３番の負担を抑える配慮措置でご

ざいます。窓口負担が１割から２割と倍額となることから設けられたもので、施行後の

３年間につきましては、見直しによる影響の大きい外来医療の窓口負担の増加額を３，

０００円までに抑えるものでございます。例といたしまして書かせていただきましたの

が、１か月の外来医療費が５万円の場合でございます。①の１割負担であれば、５万円

の場合は５，０００円でしたが、②の２割負担になりますと１万円となります。増加額

としては③の５，０００円でございますが、負担増加額につきましては３，０００円ま

でに抑えることになりますので、窓口負担額は１万円ではなく、８，０００円になりま

す。４番の被保険者証の交付時期でございますが、被保険者証の交付つきまして、例年

は年次更新の１回ですが、今年度は見直し判定後に、被保険者全員に再度交付します。

今年度は、２回交付することになります。年次更新が、７月中旬ごろ簡易書留にて郵送、

令和４年９月３０日までの有効期間になります。見直し後が、９月中旬ごろ同じく簡易

書留にて郵送、令和４年１０月１日から有効となるものです。説明は以上です。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、こども未来部に移ります。資料は、文教厚生委員会、令和４年、

５月３０日開催、こども未来部をお願いいたします。議案関係から。低所得の子育て世

帯生活支援特別給付金支給事業の補正予算案について執行部より説明願います。

○菊田こども政策課長 資料①をお願いいたします。令和４年度土浦市一般会計補正予

算第３回案について。低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業について御説明

させていただきます。１番の補正の理由につきましては、新型コロナウイルス感染症に

よる影響が長期化する中で、食費等の物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯へ生

活支援を目的として、特別給付金を支給するため、増額補正をお願いするものでござい

ます。２番の事業の詳細につきまして、（１）の給付対象は、①のひとり親世帯の分と②

のひとり親世帯以外の分とがございます。令和３年度に同様の給付がございました。令

和４年度も同じ仕組みの制度でございます。まず、①のひとり親世帯につきましては、
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ア、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けているもので、申請は不要でございま

す。こどもの年齢は１８歳までです。イの児童扶養手当の認定を受けていても、公的年

金給付等、例えば障害年金などを受けていることで、児童扶養手当の支給を受けていな

い方。例えば、年金の受領額が月５万円だとしますと、児童扶養手当の支給額が、例え

ば月４万３，０００円とします。児童扶養手当支給額を年金受領額を上回っているので、

児童扶養手当は支給を停止ということになりますけれども、年間トータルの年金収入額

が５万円掛ける１２か月とすると、６０万円と。それが、児童扶養手当に係る支給の限

度額、一部を支給される場合の限度額ですと、例えば扶養一人の場合だと収入が約３０

０万円、この３００万円を６０万円が下回りますので、そういう場合には支給対象にな

るというようなことでございます。所得制限額を下回る場合に限るということで、給料

などがあって、所得制限を上回るという場合でなければ、対象になってきます。この場

合は、申請が必要になってきます。ウ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計

が急変し、収入が児童扶養手当を受けている者と同じ水準になっている者。年間収入の

見込み額が、令和２年２月以降の任意の月の収入を取ります。まず、その１か月分とし

て、養育費とか、給与、事業収入、年金などの１か月分掛ける１２か月で計算した額が、

児童扶養手当の所得制限額の範囲にある場合に対象になってきます。この場合も申請が

必要になってきます。このアからウまでの合計、予算上では１，９５０人分を見込んで

おります。つぎに、②のひとり親世帯以外では、エ、令和４年４月分の児童手当又は特

別児童扶養手当の支給を受けている者で、令和４年度分の住民税均等割が非課税である

者。申請は不要でございます。児童手当の年齢は１５歳まで、特別児童扶養手当は２０

歳まででございます。オにつきましては、エのほかの対象児童で、１８歳年度末までの

子ども、高校生ですね、それと、令和４年４月１日から令和５年２月２８日までに生ま

れる新生児も対象とします。その養育者であって、その下の点線の囲みに該当する方。

囲みの中は、令和４年度分の住民税均等割が非課税である方。こちらについても、家計

が急変して、令和４年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認め

られる方も対象になります。このオについても申請が必要になります。このエとオが合

計で１，７５７人分を見込んでおります。（２）の支給額につきましては、児童一人当た

り５万円です。（３）の支払時期につきましては、①のひとり親世帯のアの児童手当の情

報がある場合には、アの対象者は６月下旬頃とありますが、６月２３日に支給を予定し

ております。国では、可能な限り６月までに支給をと言っております。イとウの申請が

必要な方につきましては、申請書受領後に可能な限り速やかに支給します。②のひとり

親世帯以外のエの場合は、児童手当や特別児童扶養手当の情報がございますので、７月

中旬頃とありますが、７月８日に支給予定でございます。国では、令和４年度分の住民

税均等割が非課税であるものが判明以降、可能な限り速やかに支給をと言っております。

オの申請が必要な方につきましては、申請書受領後に可能な限り速やかに支給をいたし

ます。（４）の申請期限につきましては、令和５年２月２８日まででございます。（５）の

補助率は、国１０分の１０でございます。つづきまして、補正予算額でございますが、

歳入、歳出ともにひとり親世帯分とひとり親世帯以外の分につきまして、予算書上の並
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び順が逆になっておりますが、この説明書ではひとり親世帯から順に御説明させていた

だきます。歳入につきましては、第１６款国庫支出金、第２項国庫補助金、第２目民生

費国庫補助金、第４節母子家庭等対策総合支援事業費補助金９，８１５万７，０００円。

これに対する歳出は合計同額です。事務費としましては、消耗品費や通知書郵送料、振

込手数料、電算委託料など。事業費につきましては１，９５０人分で、９，７５０万円で

ございます。つぎに、ひとり親以外分につきましてです。歳入は、第１６款国庫支出金、

第２項国庫補助金、、第２目民生費国庫補助金、第３節児童福祉費補助金で、８，８３８

万４，０００円。これに対しての歳出につきましては、事務費として消耗品費、通知書

の郵送料や振込手数料、電算委託料など。事業費は１，７５７人分で、８，７８５万円で

ございます。なお、この給付金につきまして、国から申請不要のプッシュ式支給分につ

きましては、ひとり親分につきましては、可能な限り６月までに支給を。ひとり親以外

の分につきましては、令和４年度分の住民税均等割が非課税である者が判明以降、可能

な限り速やかに支給をとしていることから、速やかに支給するために、６月７日の議会

初日に先議をお願いするものでございます。説明は、以上でございます。

○奥谷副委員長 私の頭の中の理解が追いつかなかったので、もう一度説明してもらい

たかったところがあるのですが、２の事業内容の給付対象は、ひとり親世帯の中で、イ

のところをもう一度御説明お願いします。

○菊田こども政策課長 公的年金など、障害年金や遺族年金を受けているがために、児

童扶養手当を受給できないというケースがございます。児童扶養手当の認定を受けてい

ても、月当たりの収入額、年金の収入額が児童扶養手当の支給される額よりも多いとい

う場合には、児童扶養手当が支給停止になってしまいます。そういう方であっても、児

童扶養手当の所得制限の限度額を超えなければ、今回の給付金を支給する対象になって

くるということで、ただ、その場合には申請が必要になるというようなことになります。

○鈴木委員 今の説明を聞いて、申請が必要であるということは、申請をしなければ給

付金はもらえないということだよね。

○菊田こども政策課長 申請が必要になるので、この方については支給停止になってい

るという情報が、こちらで分かるので、そういう方については、通知をお送りしてお知

らせをいたします。

○鈴木委員 そこを丁寧にやってやらないと、該当して給付金をもらえる権利があるの

に、気づかないというケースが出ないようにお願いいたします。

○塚原委員 今のひとり親世帯の令和４年度４月分の児童扶養手当は、全額出ている人

と減額になっている人がいると思うのですね。全額出る人は、今見ると給与が１６０万

円位かな。減額になっている人は、３４５万円から３５０万円位取っている人が、扶養

手当で減額になっていると思うのですよ。減額になっていても、児童扶養手当が出てい

れば、この人には非課税かどうかは関係がないのですよね。児童扶養手当さえ出ていれ

ば全て出るということでいいのですよね。

○菊田こども政策課長 おっしゃるとおりで、児童扶養手当の支給対象になっていれば、

この給付金の対象として、プッシュ式でお支払いいたします。ただ、それが停止になっ
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た方については、こちらからお知らせをした上で、申請をいただいて支払をするという

ことになります。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、保育給付システム導入事業の補正予算案について執行部より説

明願います。

○野中保育課長 資料②をお願いいたします。保育所給付システム導入事業の補正予算

案について、御説明させていただきます。１番の補正の理由ですが、保育給付費に係る

算定、支払、精算のほか、保育施設職員の処遇改善に関する申請など、新たな業務が増

加していることから、業務負担の軽減を目的に令和４年度より保育所給付システムを導

入します。業者の選定には、公募型のプロポーザルを予定しており、令和８年度までの

運用保守を含めた価格を選定基準とするため、債務負担行為の設定をお願いするもので

す。２番の事業の概要ですが、（１）システム内容といたしまして、保育所運営費に係る

請求書作成、年度末給付費の清算業務及び実績報告等になります。（２）の今回の補正の

全体事業費は １，３６５万６，０００円。こちらは、システムの年間利用料、ＬＧＷＡ

Ｎ対応サーバー利用料、カスタマイズ費用を含むラーニングコストでございます。（３）

の業務委託期間は、令和５年度から令和８年度までです。３番の補正予算額ですが、債

務負担行為の設定といたしまして、まず事項が保育所給付システム運用保守業務委託料。

期間が令和５年度から令和８年度まで。限度額としまして、１，３６５万６，０００円

になります。４番のシステム概要ですが、本システムは、保育課と保育施設がパソコン

のブラウザを通して、給付費の算定、申請や審査を行うシステムです。従前は、紙やエ

クセル、メールで行っていた事務をシステム化し、保育施設が園児、職員情報を入力、

給付費を算定、請求申請し、保育課で審査いたします。今までの紙ベースでは限界があ

ったエラーチェックや過去データの活用がシステム化により解消し、保育課及び保育施

設双方の職員の事務負担の軽減が見込めるものです。説明は、以上でございます。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○田子委員 対象の保育施設はどこでしょうか。

○野中保育課長 まず、民間の保育所、認定こども園、許可保育所等になります。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 その他に移ります。保育施設等長寿命化計画策定事業について 執行部

より説明願います。

○菊田こども政策課長 資料③をお願いいたします。保育施設等長寿命化計画策定事業

について御説明させていただきます。本年度に保育施設等長寿命化計画策定事業を予算

化しておりまして、公立保育所を含む本市の子育て支援施設において、老朽化による改

修等に対する財政負担の縮減や平準化を目的とするものですが、委託業者等契約しまし

たので、御報告させていただきます。１番の契約事業者は、株式会社大輝茨城支店でご

ざいます。本社は、東京都調布市にあります。２番の契約日及び契約額ですが、令和４
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年４月２８日付で契約をしております。指名競争入札によるものです。契約額は、消費

税込みで５８６万３，０００円です。予算額では、１，３５５万２，０００円のところを

この金額での契約となりました。３番の対象施設につきましては、９施設ございます。

神立保育所、東崎保育所、天川保育所、荒川沖保育所、都和児童館、ポプラ児童館、子育

交流サロンわらべ、子育て支援サロンのぞみ、療育支援センターでございます。４番の

計画内容案につきましては、国の手引きに基づいて策定しております。保育施設等に関

する長寿命化計画の背景、目的、目指すべき姿を整理しまして、実態を把握して整備の

基本的な方針を立てて、それを踏まえて具体的な実施方針を設定して、実施計画を立て

ていきます。５番の策定に向けてのスケジュール案につきましては、５月から８月は保

育施設等の状況確認をします。資料による確認や、現地での目視による確認でございま

す。８月から１２月は、保育施設などの動向や維持管理等の課題を検討しまして、基本

方針を整理します。１月から３月には、報告書、計画書をまとめ上げます。説明は、以上

でございます。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

○塚原委員 契約額と予算額というのは、市のほうで大体どれくらい掛かるよねという

ので出したもので、向こうでこの契約額が、まあ安ければ安いほどいいのですけれども、

逆に４２パーセント位で落札しているのですよね。これは、策定なのであれなのですけ

れども、これで納得がいくことができるの。自分たちが予想していたのは、１，３００

万円位掛かるよとなっていて、出してきたのが６００万円位で、その差で中身は大丈夫

なのかなと。

○菊田こども政策課長 この点につきましては、管財課でも確認して、管財課のほうで

も大丈夫だということで、低入札とはせずに、落札とされております。そして、近年の

情報についてでございますが、この業者では毎年自治体の公共施設につきまして、長寿

命化計画など、学校や消防など、そういったものを毎年受注しております。県内の自治

体の業務委託も受けております。先日も打ち合わせを行いましたが、業務実施計画書が

提示されまして、業務の進め方を協議いたしました。やり方についてもパターン化され

ておりまして、また、実施方針がより確立されている学校施設の基準をベースにして実

施していくことを確認しまして、堅調に進めていけるとの印象を受けております。しっ

かりと意思疎通を行いながら、進捗状況をチェックして計画策定を進めていきたいと思

っております。

○鈴木委員 今の案件で、入札において最低価格を設定したあったのかどうかというの

が一つと、今、沢山受注しているからパターン化されているというのだけれども、報告

書までパターン化されていては困るのだけれども、その辺はどうなの。

○菊田こども政策課長 報告書も、業者さんの中ではいくつかのパターンを持っている

かと思われますが、その点もこちらも要求する水準とよくチェックしまして、策定を進

めていきたいと考えております。最低価格がどうかは、もう一度確認させてください。

手元の資料では、最低価格というのは記載がございませんので、管財課にもう一度確認

をさせていただきたいと思います。
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○鈴木委員 最低価格を設定していない場合もあるので、その辺も含めて調べておいて

ほしいのと、結局数多くやっているコンサルさんに頼んで、経費が下がってくるのはい

いのだろうけれども、でき上がってきたものがどこの自治体の報告書を見ても、金太郎

飴みたいな報告が多々あるのですよね。だから、最初は資料を見てどうのこうのと言っ

ていたけれども、保育施設等に関する長寿命化計画の背景、目的、目指すべき姿、この

辺は資料だけではなくて、現場にも行かないといけないと思うのだよ。そうすると、５

００万円位のやつで９施設だから、１施設当たりコンサルがお金を掛けるのが５０万円

と考えて、現場に何人の人が何日行ってと積算していくと、こんな値段で、そのほかに

計画を作る打込みの作業だのなんだのがあるのだから、こんな値段で出るというのがお

かしいと思う。最低価格をこういう業務で設定しない決まりになっているのかどうか分

からないけれども、本来であれば役所が見積りを取ったのが１，３００万円だったら、

やっぱり入札において管財課と協議をして、最低限最低価格は設定して入札はしないと、

こういう案件が多くて、市の財政が楽になるという反面、安かろう悪かろうが出てきて

は困るから、その辺はよく検討して。契約案件だから否決するわけにはいかないのだけ

れども、以後こういったことについては、慎重に選定と最低価格の設定を管財課と協議

をしていただきたいと思います。

○下村委員長 最低価格を決めていないと、こういう現象が起きるので、こういう現象

が起きた時に、防止策ではなくて、次のステップでチェック体制をどのようにやるかを

考えておかないとだめなのです。発注してしまったとしたら、どのように皆さんがチェ

ックするのか、この業務を委託したらどのようにチェックしていくのかというのが大切

で、受注者に求めるのは技術者がどういう体制でこれに望むのかという、管理体制から

何から全て出させないと、先ほど言った金太郎飴というのはちょっとあれだろうけれど

も、同じものが出てくるわけです。相手は全てパターン化しているので、独自のものが、

私たちの施設にあったものが、出てこない可能性がある。どのようにチェックしていく

のかをきちっと説明をいただきたいと思います。ただ単純に長寿命化の計画を立てただ

けでは駄目なので、しっかりと現実に沿ったものを立ててもらわないと、お金が無駄に

なってしまう。それと、追加が多かったらどうにもならないですよ、実施した時に。追

加、追加、追加になってしまって、どうするのですかになってしまうから。だから、その

辺も含めて、管財課のどれだけの技術を持って検討したのかは分かりませんけれども、

その説明もしていただきたいと思います。

○下村委員長 ほかにございますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 つぎに、認定こども園土浦幼稚園整備事業の進捗状況について執行部よ

り説明願います。

○菊田こども政策課長 資料④－１をお願いいたします。認定こども園土浦幼稚園整備

事業の進捗状況について御説明させていただきます。令和５年１０月開園予定の認定こ

ども園土浦幼稚園の整備につきまして、現在整理している項目を報告いたします。１番

の定員等でございますが、（１）のところで、令和４年３月議会でも触れさせていただき
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ましたが、１号認定として幼稚園部分、こちらは４０人。２号・３号認定は保育所分で

７０人。合計１１０人でございます。１号の幼稚園分は旧土浦幼稚園の園児数分を基に、

３歳から５歳児クラスにならした内訳としております。２号・３号の保育所部分につき

ましては、現在の東崎保育所では対処していない０歳児から受け入れることとしまして、

現在の東崎保育所の園児数約６０人と東崎保育所駅前分園の定員数１０人を踏まえまし

て、７０人としております。（２）の令和５年１０月の開園時には、保育所の部分のみで

対応しまして、すなわち東崎保育所が移管するのみでございます。幼稚園部分につきま

しては、令和６年の４月募集分から受け入れることとします。２番の円での過ごし方の

例でございますけれども、幼稚園部分、保育所部分の日課でございます。基本的に年齢

ごとのクラスで、幼稚園部分も保育所部分も一緒に過ごします。保育は、朝７時半から

８時半位に登園をして、幼稚園部分は８時半以降に登園をしまして、いずれも同じ年齢

のクラスに混ざって過ごしまして、例えば３歳児であれば、幼稚園の１３人と保育園の

１３人の合計２６人が同じクラスで過ごします。お昼を食べて、幼稚園部分は１４時頃

に帰ります。保育園部分は、お昼寝などをして退園時間、８時間保育であれば１６時３

０分頃、１１時間保育であれば１８時３０分頃まで過ごします。３番の設計工事につい

てでございます。設計図案として、まずパース図について資料の④－２をお願いします。

こちらは３月議会にも上げさせていたものです。建物の柱と壁以外は全面改修をいたし

ます。耐震補強も一部行います。こども園として、保育所と幼稚園が合わさりますので、

給食については自園での調理が原則でして、調理室を新たに設けます。さらに食事や物

品の運搬用にエレベーターも設置いたします。時の右側ですけれども、専用の駐車場も

整備をいたします。つづきまして、設計図で資料④－３をお願いいたします。１ページ

目につきましては、鳥瞰図でございます。左側の小さい図が改修前の状況です。右側の

大きい図が改修後の状況です。改修後につきましては、園庭の右側には専用の駐車場が

６台分。自転車置き場は、階段の手前のところ。そういったところを整備いたします。

園庭につきましては、既存の遊具を残すものと、新たな遊具を設置するものとがござい

ます。園舎の右側には階段を整備し直します。また、階段の横に避難用の滑り台がある

のですけれども、それは園舎の左側に設置をいたします。２ページ目をお願いいたしま

す。１回の平面図でございます。入口につきましては、障害者用の駐車場、そこの左の

ところでございます。ここから入って、中央左寄りのところに玄関がございまして、そ

こを入って、その横が職員室でございます。そこに医務室も併設します。右側に１歳児

室と０歳児室。玄関の左側には、２歳児室と一時預かり室を配置しております。いずれ

も、保育室は全て南側に面するように配置しております。０歳児室と１歳児室の間には、

沐浴室として、ユニットや洗い場などを配置いたしまして、子供用と大人用のトイレも

設置しまして、０歳児の部屋と１歳児の部屋のいずれからも入れるようにしております。

２歳児室と一時預かり室の間にもトイレを設置しております。子供のトイレですけれど

も、いずれの部屋からも入れるようにしております。右側の奥には、調理室を設けます。

調理員専用のトイレ、休憩室も設けます。調理室の左側になりますが、エレベーターを

設置します。調理した給食や荷物の上げ下げ用として、またバリアフリー対応として使
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用しまして、ただ園児には使用させないこととします。中央の奥には、男子、女子それ

ぞれの更衣室と、トイレについては多目的、男子兼用のものと女子のトイレ、倉庫を配

置いたします。２歳児室の奥のほうでございますけれども、子育て支援室を配置してお

ります。現在、東崎保育所内で行っている子育て支援センターさくらんぼを、ここに移

管します。専用のトイレと相談室をこの中に設けております。この子育て支援室につい

ては、正面玄関は使わないで、裏側から入ります。園舎裏側を通って、園舎左端の北側

のところに玄関を設けております。子育て支援センターの利用につきましては不特定多

数の方の利用になりまして、園児の利用スペースとは構造上分けております。感染症対

策も考慮しております。園舎の周りに横線で示してあるスペースがございますが、これ

は各部屋の前にウッドデッキを回すものでございます。小さい子が園庭に出られない時

に、日向ぼっこをさせるなどのために使用します。現在、天川保育所に設置してありま

して、これが好評で職員からの要望がありまして、取り入れております。３ページをお

願いいたします。３ページは、２階の平面図でございます。中央左寄りの階段を昇って

きて、３歳児室、４歳児室、５歳児室いずれも南側に面するように配置しております。

彩光を重視しまして、現在コンクリートの囲いがございますけれども、それを格子状の

柵に変えます。また、南側に遊戯室を、北側に図書プレイルームを配置します。遊戯室

のステージにつきましては、開閉式、跳ね上げ式で高さが３０センチで、長さが２メー

トル掛ける４メートル程度。また、廊下に出る扉につきましては、構造上外せない部分

もございますけれども、図書プレイルームとの間につきましては、３分の２程度のスラ

イド式の扉で、開くように、解放できるようにいたします。右側奥には倉庫を、エレベ

ーターの右側には、給食の配膳室を配置しております。中央の奥には、職員の休憩会議

室、その隣には幼児用のトイレ、多目的トイレを配置しております。遊戯室の前方左側

の所には、避難用の滑り台を設置いたします。資料④－１にお戻りいただきたいと思い

ます。２ページ目をお願いいたします。（２）の今後のスケジュールでございます。令和

４年の８月頃に園で活用する物品などの移転や廃棄の整理をして、７月には工事請負業

者の入札を行います。７月２０日の予定で、一般競争入札です。９月には、９月議会に

契約の議案を提出して、また、工事管理委託の契約をいたします。１０月に工事を着工

して、令和５年３月議会へ設置管理条例案を提出して、８月には工事が完了し、９月に

開園に向けての準備作業をして、１０月からの開園の予定でございます。（３）の契約の

方式につきましては、一括発注です。理由につきましては、整備スケジュールがかなり

タイトであること。建物内部の解体も含めて工期が約１１か月間でございます。こうい

ったタイトなスケジュールを円滑に進めるため、一括発注により費用も削減できるため

でございます。（４）の設計の特徴などにつきましては、①令和３年度に内部検討委員会

を設けて、これを何度も開催いたしました。現場保育士の意見を取り入れて、限られた

スペースの中で、園児や職員が使いやすいように設計しております。②の特徴でござい

ますけれども、図面の説明の中でも触れさせていただきましたけれども、東崎保育所か

ら子育て支援センターさくらんぼを移管します。一時保育室を整備します。エレベータ

ーも設置します。これは、給食や布団などの移動用でございます。プレイルームを設置
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いたします。遊戯室の出入口を広く取りまして、出入りしやすくしておりまして、また

本棚を設置して、遊具を置くなどを想定しております。遊戯室のステージにつきまして

は、開閉式、跳ね上げ式として、遊戯室のスペースを有効活用します。保育所同様に調

理室を整備いたします。彩光を重視して、各保育室を南側に配置して、１階の保育室周

りにはウッドデッキを整備いたします。また、ここにはありませんが、園庭の芝生につ

きましては、工事施工時に重機などによって痛みますので、全面張替えをいたします。

４番の整備費の補助につきましては、今回の設計委託、工事、工事施工管理委託に係る

費用は、文部科学省の学校施設環境改善交付金の対象でございまして、４月２２日付の

通知で内定をいただいております。令和４年度分につきましては、２，１４３万８，０

００円でございます。５番の通園方法につきましては、保護者による送迎といたします。

送迎バスはなしといたします。理由につきましては、幼稚園部分と保育所部分とでは、

児童の通園や退園部分の時間が異なること、送迎に係る費用や人員確保が生ずることか

らでございます。これまでも、公立の保育所ではもちろん、公立幼稚園でも、送迎バス

はございませんでした。送迎に関連して駐車場につきましては、専用の駐車場６台分確

保しております。不足分については、これまでと同様に隣接の旧図書館の駐車場利用を

可能にいたします。６番の安全管理体制につきましては、現在、公立保育所を含めた危

機管理マニュアルや水害対策の洪水時の避難確保計画を作成しているところでございま

して、それらに基づいて有事の対応に備えます。説明は、以上でございます。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さん質問等ありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 以上で提出された資料の説明は終了しました。そのほか何か執行部から

ありますか。

○塚本保健福祉部長 １点だけ。新型コロナの感染の件で、１月７日から第６波の中で、

新型コロナの土浦市の感染状況を、議員の皆様に毎日夕方周知をさせていただいたので

すが、多い時では２００人を超える市民の感染があったのですが、ここを見ると１０人

ちょいという状況が続いておりますので、とりあえず５月末で１度議員の皆様に周知と

いいますか、報告をするのをやめさせていただいて、これはあまりない方がいいのです

が、改めて増えてきた時には、また再開をさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

○下村委員長 ありがとうございます。委員の皆さんよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○下村委員長 委員の皆さんから執行部に、何かありますか。

（「なし」の声あり）

○下村委員長 なければ、以上で文教厚生委員会を閉会します。


